
□小児慢性特定疾病医療費助成を受けるための申請  （1年以内なら遡って申請可）
小児慢性特定医療受給者証の取得。小児がんなど国が定めた疾患に該当する 18 歳未満（引
き続き治療が必要と認められた場合 20 歳未満）の方の医療費が助成される。
→窓口はお住まいの地域の健康福祉事務所
※ただし、高額な医療費が長期的に継続または重症患者認定基準に適合する場合。
・新規申請時の助成開始日について診断日等への遡りが可能。
・原則として申請日から 1か月。ただし、診断日から 1か月以内に申請を行わなかったこ
とについて、やむをえない理由があるときは最長 3か月まで延長できる場合もある。
→窓口は各市役所福祉担当課

□特別児童扶養手当　（遡って申請不可）
精神または身体に障害を有するお子様を看護している親または保護者に支給。所得制限あり。

□障害児福祉手当　（遡って申請不可）
身体または精神に著しい重度の障害があるため日常生活において常時介護が必要なお子さ
まに支給。所得制限あり。

➡いずれもわからないことがあればがん相談支援センターに相談してみてください。

□メイク・ア・ウイッシュオブジャパン
難病や病気と闘う子供の夢を叶えるために必要な費用・労力を無償で提供してくれる団体

□スマイルスマイルプロジェクト
小児がんの子どもと家族が安心して旅行・外出出来るために団体の医師・看護師の同行が無償提供

□Hope&Wish
難病の子どもとその家族へ夢を難病で闘病中の子どもと家族の旅行・外出支援を無償提供で行う

□キープ・ママ・スマイリング
2週間以上の付き添い生活が見込まれる方を対象に「付き添い生活応援パック」を無料配布

□ゴールドリボン（ニット帽プレゼント）
小児がん治療で髪の毛に悩みのあるお子様へ「amuamuニット帽子」を無料でプレゼント

□一般社団法人　みんなのレモネードの会
化学療法を行う際に使用する手作り「CVカテーテル固定具」（収納ケース）を無料でプレゼント

□高額療養費制度 
ひと月に医療機関等に支払った額が高額になった場合、自己負担上限額を超えて支払った額が申請によ
り払い戻される。上限額は個人や世帯所得に応じて決まる　→窓口は加入先の医療保険者

□限度額適用認定証
入院前に事前に申請し限度額認定証を病院に提示すると、自己負担限度額までの支払いとなり
高額療養費払い戻し申請が不要になる　→窓口は加入先の医療保険者

□がんの子どもを守る会 （療養費助成制度）
18歳未満で小児がんを発症し、20歳未満の患児家族を対象（1疾病で1回限り、所得制限あり）

□小児がん交通費補助金（ゴールドリボン）
小児がん治療にかかる諸経費のうち、病院への交通費（100km以上の場合）や付き添いの方の
宿泊などを対象。所得制限あり。

小児がんと診断されました
利用できる制度は？

□長期フォローアップ外来
がん治療終了後も、成長過程に応じた合併症の検査や、社会生活上の困り事などを確認し
必要な治療や支援を行う　→主治医の判断により移行

□小児慢性特定医療費助成
外来で薬が処方された際に利用する、かかりつけ薬局の登録
→窓口はお住まいの地域を管轄する健康福祉事務所

□ワクチン再接種費用の助成申請
小児がん治療などにより、既に受けた定期予防接種の免疫効果が期待できないと医師から
判断された方に対し、再接種費用の助成を行う。市町村によって助成の無い地域もある
→窓口は各市町村　金沢市の場合は申請前に健康政策課に連絡を　TEL　076-220-2701

□ヘルプマーク・ヘルプカード
不慮の事故による負傷、病気発症などの緊急時にカードを提示する
ことで第三者の円滑なサポートや医療機関への速やかな搬送などの
支援を受けるためのカード　→市役所または福祉健康センター

□いしかわ支え合い駐車場利用証
障害者等用駐車場を医療できる利用証の交付。小児慢性特定疾病
医療費助成制度対象者も利用可能　→健康福祉センターまたは各市の福祉課

□ウイッグ
・つな髪プロジェクト
・NPO法人キャンサーネットジャパン
・アートネーチャー「リトルウイングワークス」
・アデランス「愛のチャリティキャンペーン」
・ジャパンヘアドネーション&チャリティー
・夏目雅子ひまわり基金

発行元：小児がん経験者と家族の会くるみカフェ
協力：石川県がん安心生活サポートハウス

小児がんを経験者と
家族のための社会資源

2024 年度版

その他　病状、年齢によって利用できる制度があります
・身体障害者手帳・重度障害者在宅生活応援制度・障害福祉サービス
・日常生活用具給付事業・確定申告による医療費控除（思春期～成人）

そろそろ退院、
活用できるものは？

「小児がんを経験者と家族のための社会資源2024年度版」
令和5年度北國がん基金の助成をうけて作成しました

詳しくは各自治体やソーシャルワーカーにご相談ください

□奨学金
・アフラック小児がん経験者
・がん遺児奨学金
・はばたけ！ゴールドリボン奨学金
・キーエンス財団大学生向け奨学金
・応援給付金
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□つどい場はなうめ
○がんと暮らしのカフェタイム…仕事、お金、暮らしについて、ソーシャルワーカー、社会保
険労務士、ファイナンシャルプランナーと相談　→毎月第2土曜日10:00～12:00
○がんと仕事の相談タイム…ハローワーク金沢出張相談　→毎月第1・第3金曜日14:00～16:00
○Beauty部…ネイル、メイク、フット、再発毛ケア、ウィッグカット
5，８，11、２月の第4月曜日14:00～16:00
○青年部…10～30代のがんを経験した方がつどう　→6，9， 2，3月第1土曜日14:00～16:00

○小児がん経験者と家族の会「くるみカフェ」
石川県社会福祉会館つどい場「はなうめ」にて、毎月第3土曜日の14～16時に小児がん経
験者とその家族が集まって交流。病室からZOOMを繋いで参加することも可能

親が利用できるもの
ありますか？

同じような経験を
した方と話したい

・ひとり親家庭医療費助成制度
・家庭生活支援員の派遣
・ゴールドリボン

・胚（受精卵）凍結、未受精卵子凍結、卵巣組織凍結、
精子凍結、精巣内精子採取術に係る治療
・こうのとりマリーン基金
・志村大輔基金

□移植にかかる搬送費（療養費払い戻し）
コルセットなどの治療装具を医師の指示で作成した時や、骨髄移植や臍帯血移植
などにおいて、運搬に要した費用は後で払い戻しを受けることができる

□佐藤きち子基金（造血幹細胞移植）
造血細胞移植（血縁・非血縁・自家・骨髄・臍帯血・末梢血を問わず）を望みながら、
経済的理由で実施困難な方へ、医療費、骨髄バンクに支払う負担金、交通付など
の助成

□（公財）日本骨髄バンク（患者負担金の免除）
経済的な事情でコーディネートの支払いが困難な方に、患者負担金の全部または
一部免除を行う

□がん相談支援センター
看護師、医療ソーシャルワーカーなどが、利用できる制度はないかなど病気に伴う様
々な相談に対応　→平日9～17時（予約制）　金沢大学附属病院3階　地域連携室/
がん相談支援センター　

□緩和ケアチーム
付き添いをされる親も相談できます状態に応じて緩和ケアチームが介入し、がんによ
る身体的、精神的苦痛に対応

□社会保険労務士による就労相談
親の働き方、休み方、職場への伝え方などについて相談できます
→毎週水曜日　13～16時　金沢大学附属病院3階がん相談支援センター/地域医療
連携室

□ハローワーク金沢による出張就労相談
親の再就職に向けての相談ができます
→第1水曜・第3木曜　13～15時　金沢大学附属病院2階内科外来　出張相談コーナー

□子の看護休暇制度
小学校就学前の子供を養育する労働者が、労働時間に関係なく取得できる。当該子
の負傷、疾病にかかり世話をするため、または予防接種や検診を受けさせるために1
人につき年5日取得可能。労働者が希望する時間数での取得が可能。子の介護休暇取
得による給与については、企業の判断に委ねられる　→窓口は職場

□介護休業
入社1年以上であれば雇用形態に関係なく対象となる。休業開始予定日の2週間前ま
でに申し出が必要。対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業可能。雇用保険の
被保険者で、一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に休業開始時賃金の月額の
67%の介護休業給付金が支給される
→申請は職場、介護休業給付金はお近くのハローワーク

相談窓口
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ましょう

さまざまな制度、手続き、
相談窓口などについて
まずここに相談

小児がんに関するリンク集：
制度、交流、支援団体によ
る取り組みなど


